
利用規約 
 
本利用規約（以下「本規約」といいます。）は、株式会社スマイルワークス（以下「甲」と
いいます。）と甲が提供するサービス「SmileWorks」（以下「本件サービス」といいます。）
の利用者との権利義務関係について定めるものです。 
利用者は、以下に定める本規約に同意し、甲が定める方法にて利用登録を行うものとします。 
 
第１条（本件サービス） 
１．甲は、本規約に定める条件にて本件サービスの提供を行い、利用者は、本規約に定める
条件にてこれを利用するものとします。 
 
２．本件サービスのライセンスは、甲が有し、これを甲より利用者に対して提供するものと
します。 
 
３．本件サービスの価格、機能などの詳細および本規約については、甲が運営するＷｅｂサ
イトに記載され、新しい情報が更新され次第、当該Ｗｅｂサイトにて告知するものとします。 
 
第２条（定義） 
本規約において、次の用語は以下のように定義します。 
 
（１）本件サービス：甲が提供する本件サービスを構成する各ソフトウェアサービスとそれ
に付随するサービスの総称。 
（２）有償利用者：甲と本契約を締結し、甲が本件サービスの有償での利用を認めた法人ま
たは個人。 
（３）無償利用者：甲と本契約を締結し、甲が本件サービスの無償での利用を認めた法人又
は個人。 
（４）利用者：有償利用者及び無償利用者の総称。 
（５）本契約：第３条に基づいて成立した本件サービスの利用契約。 
（６）証明書：クライアント用電子証明書。 
（７）クライアントシステム：本件サービス利用のための甲が定めたシステム仕様に基づく
パーソナルコンピュータやスマートディバイスなどの端末および OS、ブラウザなどのソフ
トウェア、証明書など。 
（８）本システム：クライアントシステムからインターネットを介して接続されるサーバー
システム等本件サービスを提供するためのシステム。（甲が運営管理するものに限ります。） 
（９）ユーザ：本件サービスを利用する特定の者。（１ユーザＩＤに対し、特定の１名の利



用のみ許諾されます。） 
（１０）ユーザ管理者：本件サービスのユーザ権限設定を行う特定の者。（１ユーザＩＤに
対し、特定の１名の利用のみ許諾されます。） 
 
第３条（契約の成立） 
利用者になろうとする者は、本規約に同意したうえで、甲の定める手続きにより甲に申し込
むものとし、甲の承諾により本件サービスの利用契約が成立するものとします。 
 
第４条（利用開始） 
本件サービスは、本契約締結後に甲から利用者に対して通知するサービス開通案内に記載
されたサービス開通日（以下「サービス開通日」といいます。）から利用可能となります。 
 
第５条（契約期間・最低利用期間） 
１．本件サービスの契約期間は、第３条（契約の成立）に定める本契約の成立の日から、前
条に定めるサービス開通日より１年を経過した日付が属する月の末日（以下「契約期間の末
日」といいます。）までとなります。以後は、第２３条（解約・解除）における解約または
解除が成立していない限りにおいて、自動的に利用期間が１年間延長されるものとします。
但し、本件サービスの最低利用期間は、サービス開通日より起算し１ヶ月後（但し、甲及び
利用者の間にて別段の定めがある場合は、この限りではありません。）の日付が属する月の
末日とします。 
 
２．有償利用者は、前項の最低利用期間内に有償利用者の事情により本契約を解約する場合、
最低利用期間の残余期間に対応する本件サービス利用料金に消費税および地方消費税を加
えた額を、甲が定める期日までに支払うこととします。その際の対価の額は、解約時の本件
サービス利用料金にて算出します。 
 
３．有償利用者は、第３条（契約の成立）に定める本件サービスの契約成立以降、サービス
開通日までの期間において有償利用者の事情により本契約を解約する場合、利用者は本条
第１項に定める最低利用期間に対応する本件サービス利用料金に消費税および地方消費税
を加えた額を、当社が定める期日までに支払うこととします。その際の対価の額は、契約成
立時の本件サービス利用料金にて算出します。 
 
４．甲は、無償利用者に対しては、第１項第２文に定める利用期間の自動延長を拒むことが
できるものとします。この場合において、甲は、契約期間の末日の３か月前までに、無償利
用者に対して、第１項第２文に定める利用期間の自動延長を行わない旨、及び本契約を変更
して有償利用者となることが可能である旨を通知することとし、無償利用者が本契約を変



更しない限り、本契約は終了するものとします。 
 
第６条（対価） 
１．甲は、本件サービス利用料金に消費税および地方消費税を加えた額を以下の各号に定め
る方法で有償利用者に請求し、有償利用者はこれを甲に支払うものとします。なお、支払に
かかる手数料等の費用は、有償利用者の負担とします。 
 
（１）本件サービスの初期費用は、原則としてサービス開通日（別途、無料期間が定められ
ている場合には、有料開始日）の属する月の末日までに支払うものとします。 
（２）本件サービス利用料金は、原則としてサービス開通日の属する月の翌月分より発生す
るものとし、サービス開通日の属する月の当月末日までに支払うものとします。但し、別途、
無料期間が定められている場合には、甲が定める期日までに支払うものとします。以後も同
様に、利用月分の本件サービス利用料金を前月末日（年払いの場合は、１年の起算月の前月
末日）までに支払うものとします。 
（３）利用者は、本件サービスのユーザＩＤを追加する場合、甲指定の方法に従って甲に通
知するものとし、本件サービスのユーザＩＤを追加した日の属する月の翌月分より、本件サ
ービスのユーザＩＤの追加料金が発生するものとし、支払期日は前項に準ずるものとしま
す。 
（４）利用者は、本件サービスのオプションサービス等の一部機能の利用を追加する場合、
甲指定の方法に従って甲に通知するものとし、本件サービスのオプションサービス等の一
部機能の利用を追加した日の属する月の翌月分より、本件サービスのオプションサービス
等の一部機能の追加料金が発生するものとします。但し、別段の定めがあるものを除きます。 
（５）本件サービスの利用料金の支払方法は、預金口座振替または甲が指定する方法に従う
ものとし、振替日などの支払条件は甲が指定するものとします。 
 
２．利用者が本件サービスを甲の販売代理店または認定パートナーより申し込みを行った
場合は、有償利用者にかかる本件サービス利用料金の支払方法は、甲の販売代理店または認
定パートナーより指定される方法で支払うものとします。 
 
３．甲は、自らの責に帰すべき事由なく、有償利用者から支払期日までに支払がなされなか
った場合は、有償利用者に対して支払期日の翌日から支払完了日の前日までの日数に応じ、
支払遅延金額に対して年１４．６パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として請求
することができるものとし、有償利用者は、これを甲に速やかに支払うものとします。 
 
４．本契約の終了、解約、または解除後も、未払分の対価に関しては、本条の規約は有効と
します。 



 
第７条（利用の当事者） 
１．ユーザに発行された各ＩＤおよびパスワード等（ＰＩＮおよびパスフレーズを含むが、
これに限定されません。）に関する一切の管理責任は、利用者に帰属します。また、ユーザ
に発行されている各ＩＤおよびパスワードを使用して行われたいかなる行為も、これらの
帰属する利用者による行為とみなされます。 
 
２．ユーザに発行された各ＩＤは、特定の１名の利用のみ許諾され、他の者が利用する場合
には、他のＩＤを使用するものとします。複数の者による同一ＩＤの利用等の不正利用が発
覚した場合には、不正利用が行われた日の属する月より、本件サービスのユーザＩＤの追加
料金が発生するものとし、不正利用が行われた日の属する月の翌月末日までに支払がなさ
れなかった場合は、前条に定める遅延利息が発生するものとします。 
 
３．前項の場合において、利用者が無償利用者である場合には、甲は、何らの催告も要せず
即時に本契約を解除できるものとします。 
 
第８条（利用者の義務） 
１．利用者は、本件サービスを利用する場合、甲が規定する要件を満たすクライアントシス
テムを利用して、甲の運営管理する本システムにアクセスするものとします。なお、クライ
アントシステム及び通信環境の購入および設定等は、利用者の負担で行うものとします。 
 
２．利用者は、ユーザ以外に、本件サービスを利用させないものとします。 
 
３．利用者は、利用者・ユーザまたはユーザ管理者に関する登録情報（住所、氏名、部署名、
役職名、連絡先、個人番号、その他利用申込時に登録した事項）に変更があった場合は、速
やかに甲所定の方法により甲へ変更届を出すものとします。利用者は、前述の変更届の提出
を怠った場合、甲からの通知または送付書類が変更前の連絡先に到達、延着、または不到達
となっても、何ら異議申し立てをしないものとします。 
 
４．利用者は、前各項に違反し甲に損害を与えたときは、甲に対し損害賠償の責任を負うも
のとします。また、利用者が前各項に違反し、他の利用者に損害を与えたときは、当該利用
者は損害を受けた利用者に対し損害賠償の責任を負うものとし、甲は、損害を被った利用者
に対し何らの責任を負わないものとします。 
 
５．利用者は、甲の求めに応じ、本件サービスの利用に関するヒアリング調査およびアンケ
ート調査等に協力するものとします。 



 
６．利用者は、本件サービスを利用して行ったデータの全てを、自らの責任において記録を
取り、保存および管理するものとします。 
 
第９条（データ・バックアップ・ログの利用・管理・保管） 
甲は、利用者の本件サービスに関する各種情報のデータまたはバックアップやログなどの
通信記録、その他利用者の情報を管理または記録して一定期間保管することがありますが、
その義務を負うものではありません。但し、甲は、別途定めるＳＬＡ（Service Level 
Agreement）により規定する場合は、そのＳＬＡに従って運用管理を行うものとします。 
 
甲は、利用者の本件サービスに関する各種情報のデータまたはバックアップやログなどの
通信記録、その他利用者の情報を、利用者が特定されない統計情報として本件サービスの向
上および関連サービスまたはその向上のために活用する場合があります。但し、甲は、利用
者による当該情報の開示請求を受けるものではありません。 
 
第１０条（利用ができない場合） 
利用者は以下の各号に定める場合において、本件サービスを利用できない場合があること
を予め承諾します。なお、甲は、それにより利用者に損害が発生した場合において、一切責
任を負わないものとします。 
 
（１）本規約において利用が制限されている場合。 
（２）不可抗力（法令もしくは行政による規制、ストライキその他の労働妨害、暴動、通商
禁止令、革命、戦争、サボタージュ、交通障害、または地震、火災、洪水などの自然災害、
或いは通信障害、電源の調達不能、インターネット上障害や仕様による制約、利用者の環境
などに依存する個別の事象など、その他甲の支配下にないあらゆる事由もしくは事態）によ
り本件サービスの利用に必要な電磁情報の電子的転送または読み取りが正常に行われない
場合。 
（３）甲が技術的あるいは運用上緊急に本システムを停止する必要があると判断した場合。 
（４）利用者が本規約に違反した場合。 
 
第１１条（ソフトウェア・ＩＤ等の使用および管理に関する免責） 
１．甲は、利用者によるコンピュータ操作ミス、クライアントシステムの誤使用、その他利
用者のコンピュータネットワークの誤った利用、あるいは甲が規定する仕様に沿わないク
ライアントシステム等に起因して生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないもの
とします。 
 



２．甲は、利用者によるユーザＩＤ、パスワード等（ＰＩＮ、パスフレーズを含むが、これ
に限定されません。）の誤使用または無権限の使用または管理に起因して生じたいかなる損
害に対しても、一切責任を負わないものとします。 
 
第１２条（メンテナンス等によるサービスの一時停止） 
１．利用者は、本件サービスに関するシステム維持、セキュリティ管理等のメンテナンス作
業等を理由に、本件サービスの利用に関する処理の全部または一部が一時停止されること
があることについて予め承諾します。なお、甲は、定期メンテナンスの場合には、利用者に
対して原則１４日以上前に事前に通知するものとしますが、不定期または緊急メンテナン
スの場合には、利用者への事前通知を実施予定日まで１４日より短い期間に通知する場合
や省略する場合があります。 
 
２．甲は、前項に定める一時停止を理由に何らの損害賠償責任を負うものではありません。 
 
第１３条（利用規約の変更） 
本利用規約を変更する場合は、第１条（本件サービス）に則り、予め利用者に変更する旨及
び変更後の利用規約の内容並びにその効力発生時期を第１４条が定める通知その他の方法
で周知いたします。なお、甲が変更内容を通知した後１４日を経過しても利用者から本件サ
ービスを解約する旨の申し出がなかった場合、申し出を行わなかった利用者は、変更事項を
承諾したものとします。 
 
第１４条（利用者に対する通知） 
１．利用者に対する通知は、甲の判断により以下のいずれかの方法で行うことができるもの
とします。 
 
（１）甲の管理するサーバーに掲示する方法による場合、本件サービスのＷｅｂサイトに掲
載して行います。この場合は、掲載された時をもって利用者に通知が完了したものとみなし
ます。 
（２）電子メールにより通知する場合、利用者が本件サービス利用申込の際またはその後に
甲に届け出た利用者の電子メールアドレス宛に電子メールを送信して行います。この場合
は、利用者の電子メールアドレス宛に送信した時をもって利用者に通知が完了したものと
みなします。 
（３）ＦＡＸを利用する場合、利用者が本件サービス利用申込の際またはその後に甲に届け
出た利用者のＦＡＸ番号宛にＦＡＸを送信して行います。この場合は、利用者のＦＡＸ番号
宛にＦＡＸを送信した時をもって利用者に通知が完了したものとみなします。 
（４）郵送により通知する場合、利用者が本件サービス利用申込の際またはその後に甲に届



け出た利用者の所在地宛に郵送します。この場合は、利用者の所在地宛に郵送した時をもっ
て利用者に通知が完了したものとみなします。 
（５）その他、甲が適切と判断する方法（電話などを利用した緊急連絡など）で通知を行う
ことがあります。 
 
２．利用者が本件サービスを甲の販売代理店または認定パートナーより申し込みを行った
場合は、甲の販売代理店または認定パートナーに前項の方法により通知した時をもって利
用者に通知が完了したものとみなします。 
 
第１５条（一般的禁止事項） 
利用者は、本件サービスの利用に際して以下の行為を行わないものとします。 
 
（１）甲への申込届、変更届、登録フォーム等に、不実の記載をすること。 
（２）ユーザまたはユーザ管理者のユーザＩＤおよびパスワード等（ＰＩＮ、パスフレーズ
を含むがこれに限定されない）を漏洩し、またユーザまたはユーザ管理者にこれを漏洩させ
ること。 
（３）不正アクセスまたは攻撃及びそれに類似するアクセスや利用行為。 
（４）ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、または書き込む行為。 
（５）本契約に基づき甲から貸与または提供されたものを第三者に貸与、譲渡、担保設定、
または使用させること。 
（６）本契約に基づき甲から貸与または提供されたものを複製、改変、編集、頒布等する行
為。また、これをリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル等により解
析する行為。 
（７）甲または第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害し、または侵害するおそれの
ある行為。 
（８）本契約に基づき甲から貸与または提供されたものを悪用すること、または甲が許諾し
た以外の目的で使用すること。 
（９）甲または第三者を誹謗、中傷しまたは名誉・信用を傷つける行為、またはプライバシ
ーを侵害する行為。 
（10）甲または第三者の財産を侵害し、または事業・営業活動を妨害する行為。 
（11）その他法令に違反し、または公序良俗に反する行為。 
 
第１６条（権利帰属） 
１．本件サービスの提供に際して甲が利用者に貸与または提供するソフトウェア等のプロ
グラムまたはその他の著作物（本規約、本件サービスのオペレーションマニュアル等を含み
ます。）に関する著作権（著作権法第２７条および第２８条の権利を含みます。）ならびに著



作者人格権、特許権、意匠権、商標権、およびパブリシティ権等は、甲を含む正当な権利を
有する第三者に独占的に帰属し、利用者は、当該権利者の許諾する範囲でこれを使用するこ
とができるものとします。 
 
２．本条の規約は本契約の終了、解約、または解除後も有効とします。 
 
第１７条（保証） 
甲は、推奨環境において機能するよう合理的な範囲で最大限努力するものとしますが、本件
サービスに関して、明示黙示を問わずその他一切の保証（本システムにバグ、その他の瑕疵・
不具合がないこと、本システムにウィルスの感染がないこと、本システムへの不正なアクセ
スまたは本件サービスの不正な利用を完全に防止できること、本システムおよび本件サー
ビスが常時利用可能であること、データの喪失がないこと、本件サービスが利用者の特定の
目的に適合すること、本件サービスが利用者の事業に役立つこと、本件サービスにおいて提
供する情報の正確性等を含みますが、これに限りません。）をするものではないものとしま
す。 
 
第１８条（免責） 
１．甲は、本件サービスの利用その他本件サービスに関連して万一利用者および第三者に損
害が生じた場合であっても、利用者が有償利用者である場合であって甲および甲の業務受
託者において故意または重過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。 
 
２．本サービスにおける甲以外の第三者がウェブサイトまたはアプリケーション・ソフトウ
ェアを介して運営するサービス（以下「第三者サービス」といいます。）との連携に関して、
利用者またはユーザは、自己の責任において、第三者サービスを利用するものとし、第三者
サービスとの連携に起因する当該サイト・サービスの運営者または第三者との間での紛争
その他一切の債権債務関係について、自己の責任と費用で解決するものとし、甲に何ら迷惑
をかけず、またこれにより甲が被った損害（弁護士費用を含みます。）を補償します。 
 
３．本条の規約は、本契約の終了、解約、または解除後も有効とします。 
 
第１９条（損害賠償責任） 
１．甲は、第１８条（免責）第１項に基づいて責任を負う場合においては、現実に発生した
通常かつ直接の損害の範囲において利用サービス料金の２ヶ月分を上限として賠償する責
任を負うものとし、データの喪失、逸失利益、間接損害、または予見の有無を問わず特別損
害については一切の責任を負わないものとします。 
２．本条の規約は、本契約の終了、解約、または解除後も有効とします。 



 
第２０条（権利義務譲渡） 
利用者は、本規約に定める権利義務を第三者に譲渡または担保に提供することができない
ものとします。 
 
第２１条（情報の取り扱い） 
１．甲は、利用者、ユーザまたはユーザ管理者に関する個人情報、個人番号および特定個人
情報（以下、個人番号および特定個人情報を合わせて「特定個人情報等」といいます。）な
らびに各種利用者情報の取り扱いについては、甲が別途定めたうえ自らのＷｅｂサイトで
公開する個人情報及び特定個人情報保護方針またはプライバシーポリシーに準拠するもの
とします。 
 
２．甲は、利用者による本件サービスの利用に関して得た情報について、利用者の事前承諾
なしに利用者が識別または特定できる態様で利用しません。また、甲は、利用者の事前承諾
なしに当該情報を第三者に提供しません。 
 
３．甲は、利用者による本件サービスの利用に関して得た情報（但し、特定個人情報等を除
きます。）の属性集計または分析を行い、利用者が識別または特定できないように加工した
もの（以下「統計資料」とします。）を作成し、本件サービスおよびこれに関連する甲のサ
ービス事業の目的で利用または処理することがあります。また、甲は、統計資料を第三者に
開示および提供することがあります。 
 
４．利用者は、甲が裁判所、捜査機関その他の国家機関または地方自治体から正当な手続き
に基づいて情報の開示を要求された場合には、利用者の本件サービス利用に関する情報を
これらの機関に開示する場合があることを予め承諾します。 
 
５．本条の規約は、本契約の終了、解約、または解除後も有効とします。 
 
第２２条（銀行法に基づく電子決済等代行業に係る表示等） 
本件サービスにおける銀行法及び銀行法施行規則に基づく電子決済等代行業に係る表示は
以下のとおりです。 
 
（１）電子決済等代行業者の商号、名称及び住所 
商号：株式会社スマイルワークス 
住所：〒101-0064 
東京都千代田区神田猿楽町 2-8-16 



平田ビル７階 
（２）電子決済等代行業者の権限に関する事項 
会員からの同意を得た上で、連携先金融機関口座の情報参照及び振込依頼・振込指図の伝達
を行います。 
当社は電子決済等代行業者としての業務を行うものであり、連携先金融機関を代理する権
限を有しません。 
当社が行う電子決済等代行業者としての業務は、連携先金融機関が行うものではありませ
ん。 
（３）電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項 
弊社の電子決済等代行業の実施に際して、会員において損害が発生した場合は、弊社は、速
やかに原因を究明し、当該損害がお客様の責めに帰すべき事由による場合を除き、お客様に
当該損害を賠償又は補償いたします。 
但し、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、弊社は、一般社団法人全
国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関
する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、補償を行うものとします。 
なお、連携先金融機関との損害賠償に関する契約内容は、連携先金融機関との契約締結後速
やかに開示致します。 
（４）電子決済等代行業に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の
連絡先 
東京都千代田区神田猿楽町 2-8-16 平田ビル７階 
info@smile-works.co.jp 
（５）その他内閣府令で定める事項 
電子決済等代行業の登録番号： 関東財務局長（電代）第 19 号  
電子決済等代行業該当サービスの手数料：以下のとおりです 
サービス料金内に含む https://www.smile-works.co.jp/price 
一号業務（為替取引の指図伝達）における上限額：設定しておりません 
契約期間及び中途解約時の手数料等の取扱い：無料サービスについては、特段の契約期間の
定めはありません。有料サービスについて、契約期間の半ばでお客様が解約を行った場合、
当該契約期間分の利用料金をお支払い頂きます（当該契約期間終了までは有料サービスを
利用することが可能となります）。 
利用者に係る識別符号の取得有無：同期口座の選択画面において「API」と明記のない金融
機関については、識別符号を取得する形（所謂スクレイピング方式）にて、電子決済等代行
業を実施しております。 
 
第２３条（解約・解除） 
１．利用者は、本契約の終了および本件サービスの利用の全てを解約する場合、甲指定の手



続にて甲に通知するものとし、当該通知を受領した日が属する月の翌月末日をもって、本契
約の終了および本件サービスの解約ができるものとします。但し、別段の定めがあるものを
除きます。 
 
２．利用者は、本件サービスのユーザＩＤの一部を解約する場合、または本件サービスのオ
プションサービス等の一部機能の利用を解約する場合、甲指定の手続にて甲に通知するも
のとし、当該通知を受領した日が属する月の翌月末日をもって、本件サービスの解約ができ
るものとします。但し、別段の定めがあるものを除きます。 
 
３．利用者は、本契約の解約、解除後直ちに、本契約に基づき甲より貸与または提供された
ものを、甲の指示に従い返還または廃棄するものとします。 
 
４．利用者または甲に本規約に定める条件の違反、その他本契約を継続しがたい重大な事由
が生じた場合には、相手方は、書面による通知をもって、相当期間を定めてその是正を催告
するものとし、かかる期間内に是正されない場合には本契約を解除できるものとします。 
 
５．前項にかかわらず、利用者が第１５条（一般的禁止事項）に違反した場合、甲は、何ら
の催告も要せず即時に本契約を解除できるものとします。 
 
６．利用者または甲が、以下の各号の何れかに該当するに至ったときは、相手方は、何らの
催告を要せずに即時に本契約を解除できるものとします。 
（１）自己振出の手形または小切手が不渡り処分となり支払停止事由が発生したとき。 
（２）その資産の一部または全部に対して差押え、仮処分、または競売の申立てを受けたと
き。 
（３）破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始の申立てまたは
その他財産状況が［著しく］悪化し、もしくはそのおそれがあると認められる相当な事由が
あったとき。 
（４）解散の手続を開始したとき、または事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡し
たとき。 
（５）自らの経営または営業に、暴力団（構成員および準構成員を含みます。）または反社
会的勢力を関与（資本による参加および役員としての参加を含みます。）させた、あるいは
これらの者に資金提供したとき。または、自らの幹部がこれらの者と継続的な交友関係を持
ったとき。 
 
７．利用者または甲いずれの当事者も、不可抗力（法令もしくは行政による規制、ストライ
キその他の労働妨害、暴動、通商禁止令、革命、戦争、サボタージュ、交通障害、または地



震、火災、洪水などの自然災害、或いは通信障害、電源の調達不能、インターネット上障害
や仕様による制約、利用者の環境などに依存する個別の事象など、その他甲の支配下にない
あらゆる事由もしくは事態）に起因する、本規約に定める義務の全部または一部のいかなる
不履行もしくは履行遅滞についても責任を負わないものとします。上記のいずれかの事由
ないし事態が継続して３０日を越える場合は、いずれの当事者も書面の通知により本契約
を解除することができるものとします。 
 
８．前７項のいずれにも該当せずに甲が本契約の解約を望む場合、甲は、事前にその旨を利
用者に通知し、本契約を解約することができるものとします。 
 
９．第４項または第６項に該当する場合で、利用者の責に帰すべき事由により本契約が解除
されたとき、または第５項もしくは第７項のいずれかに該当して本契約が解除または解約
されたときは、有償利用者は、当然にして期限の利益を失い、本契約の対価、その他甲に対
する一切の債務を、直ちに甲に現金にて支払うものとします。なお、暦月の途中で本件サー
ビスの利用が終了した場合も、サービス利用料金は、当該月１ヶ月分が課金されるものとし
ます。 
 
10．第４項または第６項に該当する場合で、甲の責に帰すべき事由により本契約が解除され
たときは、有償利用者は、本件サービスの当該月分のサービス利用料金の支払を免除される
ものとします。なお、すでに有償利用者から甲へ支払い済みの場合、甲は、当該サービス利
用料金を速やかに有償利用者に返金するものとします。 
 
第２４条（分離可能性） 
本規約の一以上の条項が司法の決定により、無効あるいは履行不能であると宣言された場
合であっても、その他のいかなる条項の有効性ないし履行可能性は何らの影響も受けない
ものとします。無効あるいは履行不能と宣言された条項は、法令に従い利用者および甲の当
初の意図を反映した条文に変更するものとします。 
 
第２５条（信義則） 
本規約に定めのない事項、または本規約の条項の解釈等についての疑義が生じた場合は、利
用者および甲の間にて誠意をもって協議し、信義に則して解決するものとします。 
 
第２６条（準拠法） 
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。 
 
第２７条（裁判管轄） 



本件サービスに関する訴訟及び調停については、東京地方裁判所をもって合意上の管轄裁
判所とします。 
 
第２８条（附則） 
平成 22 年 1 月 31 日制定・施行 
平成 25 年 9 月 4 日改定 
平成 25 年 12 月 17日改定 
平成 27 年 7 月 17 日改定 平成 27 年 8月 1日施行 
平成 30 年 7 月 17 日改定 平成 30 年 7月 23日施行 
平成 31 年 2 月 6 日改定・施行 
令和元年 7 月 16 日改定 令和元年 8 月 1日施行 


